
「 仕事」 と 「 家庭」 の両立支援宣言

平成21年6月に厚生労働省所管の財団法人21世紀職業財団 岐阜事務所長
より｢職場風土改革促進事業実施事業主｣としての指定を受けました。

一般事業主行動計画の策定、管理職層への研修実施、両立支援制度の周
知、社員の意識啓発を行うなど社員が仕事と家庭を両立しながら、能力を
十分に発揮できるよう、利用しやすい制度改革の推進に取り組んでまいり
ます。

■職場風土改革促進事業 指定事業主

当社は、｢次世代育成支援対策推進法｣に基づき、企業として｢仕事｣と｢家庭｣
との両立を可能にする施策を整備し、各自が持っている能力を最大限発揮でき
るような職場作りを推進していきます。

■子育て支援企業
当社は平成19年4月に「岐阜県子育て支援企業」に登録いたしました。
具体的な取組みとして、下記の項目を実施しています。

○生後満３歳未満の子を有する従業員が育児のために申し出た場合、
短時間勤務などの処置を実施しています。
○看護休暇制度を実施しています。（小学校就学の始期に達するまでの
子を養育する従業員が対象）
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